
                               

                               

                                  

                                  

                                  

 庄内町では、旧余目町と旧立川町のデザイン

のものを使用しています。写真は旧立川町のも

ので、風力発電のプロペラをデザインしている。 

山形県内のマンホール「庄内町」 

 

Ｎｏ．４７３ 

 

平成２９年  

８月１１日号 広  報 

 

 
 
 
 
 
 健康保険が切り替わった方は役場への届け出が必要

です。届け出がないと、医療費の返納や保険料の２重

払いが発生します。 
 
●国保から社保へ切り替わった方 
 会社へ勤務し社会保険に加入した方、社会保険に 

加入している家族の扶養になる方など 

 ▼持ち物／加入された「社会保険証」、印鑑 

●社保から国保へ切り替わった方 
 お勤めの会社を辞められた方、社会保険の任意継続 

が終了する方など 

 ▼持ち物／ 

  会社から届く「被保険者資格等喪失連絡票」、印鑑 

 ※届け出には「マイナンバー」と運転免許証などの 

 「本人確認書類」が必要です。 

▼問い合わせ／舟形町健康福祉課介護医療係 

    ☎（３２）２１１１（内線３３６・３３８） 

 

 

 

 

 日本赤十字社では、平成２９年７月に九州地方と

秋田県で発生した大雨災害で被災された方を支援

するため、義援金を受け付けています。お寄せいた

だいた義援金は、全額被災県に設置された「義援金

配分委員会」を通じて被災者に届けます。みなさん

の温かいご支援をよろしくお願いします。 

▼受付期間／平成29年８月３１日まで 

▼送金方法／郵便局窓口で次の口座へ振込ください。 

＜平成 29年７月５日からの大雨災害義援金＞ 

郵便振替口座／口座記号番号 

「００１９０－２－６９６８４２」 

口座加入者名 

「日赤平成２９年７月大雨災害義援金」 

＜秋田県大雨災害義援金＞ 

郵便振替口座／口座記号番号 

「００１９０－１－６７３４５８」 

口座加入者名 

「日赤秋田県大雨災害義援金」 

※郵便局窓口での取り扱いの場合は、振替手数料が

免除されます。 

※受領証発行を希望の場合、通信欄に「受領書希望」

と明記ください。 

▼問い合わせ／日本赤十字社山形県支部 

☎023（641）1353 

日本赤十字社舟形町分区 

（舟形町社会福祉協議会内）  

☎（32）2733 

 
 
 
 
「行者にんにく」の栽培者を募集しています。 

希望者には無料で種をお譲りします（数量限定）。 

栽培したい方はご連絡ください。 

▼〆切／８月 25日（金） 

▼問い合わせ／舟形町営農相談所 
（舟形町農業振興課内） 

     ☎（32）2111（内線 413） 



                               

                                 

                                  

                                  

                                  

町では、子育て世帯の負担軽減を目的に、平成 27年 10月から高校生世代まで子育て支援医療の助成を 

拡充しています。申請等については、次のことにご注意ください。 

▼対  象／町内に住所を有する 16歳から 18歳※の方 ※18歳になった年の年度末まで 

【次の場合も対象になります。】 

・進学等のために住民票を舟形町外に異動していても、親などに扶養されている場合。 

・高校に進学していなくても、親などに扶養されている場合。 

▼助成内容／・医療機関等の受診に伴う医療費の自己負担分（保険適用分）       

      ・入院にかかる医療費 

※高額療養費が該当支給された精算後の医療費。 

        ※学校管理下においてのけが等については災害給付制度を優先すること。 

・入院外、歯科、調剤、柔道整復師にかかる医療費 

 

 

 

 

▼申請の方法／・受診後、保険証を提示して通常の医療費自己負担を支払いし、後日、その領収書を添えて 

町に申請することにより、医療費自己負担分の助成額を払い戻します。 

（償還払いは口座振替となりますので、通帳・印鑑が必要です。） 

▼そ の 他／・確定申告で医療費控除として利用した領収書は、対象外です。 

・申請期間は、診療を受けた月の翌月の初日から２年です。 

・中学生までに発行している子育て医療証は交付していません。 

▼問い合わせ／舟形町健康福祉課福祉係 ☎（32）2111（内線 334） 

※助成対象外 ・保健適用外分（予防接種、ワクチン投与、美容整形、妊娠、出産） 

       ・日常生活による疲れ、肩こり、スポーツによる肉体疲労 

       ・入院中の食事代、ベッド差額、補装具など 

 

夢を応援基金 
「ひとり親家庭支援奨学金制度」

給付型奨学生募集 
 

▼募集人数／全国 400名 

▼対象者／中学 3年生、高校１～3年生、 

高等専門学校１～3年生に在籍する生徒 

▼応募資格／ 

・ひとり親世帯（母子家庭等）であり就学に 

関して経済的に困難な生徒 

・夢を実現するための意欲があり、社会への 

貢献を希望している品行方正な生徒 

・全国母子寡婦福祉団体協議会加盟団体の 

会費、及び入会を希望する方の子弟 

・会員登録している団体代表者の推薦を受ける 

ことができる生徒 

▼支給金額／月額 3万円 

（給付型のため返還不要。） 

▼必要書類／HPから取得してください。 

▼〆  切／8月 25日（金） 

▼問い合わせ／ 

（一般）全国母子寡婦福祉団体協議会 

   ☎ 03（6718）4088      

http://zenbo.org/lp01/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
交流を深めるために「長沢集学校 夏まつり」を 

開催します。みなさんのお越しをお待ちしています。 

▼問い合わせ／長沢集学校 ☎（28）8255 

 



                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

▼申請できる方／「つや姫」の栽培を希望する農業者、法人及び生産者集団 

▼認定要件／次の要件にいずれも該当すること 
 

基本要件 

  

（１）栽培適地内に水田を有すること 

（２）栽培マニュアル及び品質・食味・栽培基準等を遵守すること 

（３）種子の再譲渡と自家採種を行わないこと 

（４）収穫物は自家消費を除き、全量出荷（販売）すること 

（５）「つや姫」出荷基準基本方針（玄米粗タンパク質含有率水準 6.4％以下 

（水分 15％換算）等）に基づき自主仕分けに取り組むこと 

（６）つや姫ブランド化推進にかかる各種制度の運用（各種提出物の提出を含む）、「つや姫」

の価値の向上に協力すること。また、これまでも協力していること。 

  ＜具体的な取り組み＞ 

  ○栽培技術研修会の受講  ○育成中の葉色診断 

  ○出荷前の玄米タンパク質含有率測定  ○関係書類の提出（栽培チェックリスト、

種子受領・確認書、苗処分確認書、販売実績書） 

面積要件 

（１）水田経営面積が 3ha以上であること 

（２）つや姫の最低作付面積が概ね 60a以上であること（有機栽培の場合は 20a） 

※中小規模生産者の特別認定 

町の平均水田経営面積 234.6a以上の農業者も応募可能となりました。 

希望される方は、舟形町農業振興課または出荷契約業者へ問い合わせください。 

栽培要件 

次のいずれかに該当すること 

（１）有機栽培 

（２）特別栽培 

（３）特別栽培と同等の安全性が確保される栽培 

販売要件 集荷団体への出荷等、具体的な販売計画があること。 

▼〆  切／９月８日（金） 

▼申 請 先／つや姫の出荷契約業者（新庄もがみ農協南部営農センター、㈱大場惣吉商店、万世分店） 

※町内３業者に出荷されない方は、舟形町農業振興課まで申請ください。 

▼申請方法／平成 30年度「つや姫」生産者認定申請書を作成し、申請先に提出してください。 

▼問い合わせ／舟形町農業振興課農政企画係  ☎（３２）２１１１（内線４１３） 

         
「「舟舟形形町町  東東京京友友のの会会  舟舟形形ままつつりり」」に参加してみませんか？ 
  

東京に「舟形町東京友の会」という会があるのをご存じでしょうか。この会は、舟形町出身者や縁故者で

首都圏に居住または勤務する方々で組織している会で、昭和44年に設立された歴史ある会です。毎年、東京

で「舟形町 東京友の会 舟形まつり」として総会と懇親会が催され、町からは町長はじめ町議会議長、町内

各種団体の代表の方々が出席し、懇親を深めています。 

つきましては、今年度、一般参加を募集することとなりました。ぜひ、舟形町出身者の方々とお会いし、

懇親を深めませんか。 

▼日程／10月14日（土）正午～午後3時  ▼場所／東京都荒川区東日暮里「ホテルラングウッド」 

▼会費／10,000円（自己負担）※このほかに交通費・宿泊費がかかります。（1/2町が助成） 

▼〆切／9月7日（木）（先着20名程度） 

▼問い合わせ／舟形町まちづくり課  ☎（32）2111（内線351） 



平成 29 年度保健事業のお知らせ 

保健センターだより            
 

◆乳幼児健診◆ 

月日 健診名 対象年齢 受付時間 集合場所 持ち物 

９月１５日（金） 

１歳６ヵ月児健診 
平成 2７年 12月、 
平成 2８年１・２月生 

午後 0時 40分～ 
0時 50分 

保健センター１階 
母子手帳、問診票、歯の健康手帳、 
子育てサポートシート 

１歳児健診 平成 2８年 8月生 
午後 0時 50分～ 

１時 

保健センター２階 

母子手帳、歯の健康手帳、フッ素塗布申込書 

歯科健診 
フッ素塗布のみ 

平成２５年１２月、 
平成２６年１・２月、 
平成 2８年４・５月生 

午後１時～ 
１時 30分 

歯の健康手帳、仕上げ磨き用歯ブラシ、タオル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼問い合わせ／舟形町役場健康福祉課地域保健係 ☎（３２）２１１１（内線３４０・３４１） 

◆健康相談◆ 相談日：９月４日（月）、１９日（火） 

≪定期健康相談≫ 時間：午後９時～正午 

一般健康相談（血圧測定、健診結果について）などを行います。 

ご相談の方は健康福祉課③番窓口へお越しください。 

 

《妊婦さんとお母さんの定期健康相談》 時間：午前 10時～正午 

母子健康手帳の交付、育児相談、お子さんの身体計測等による発育・

発達相談、妊婦さんと子育て中のお母さんの心と身体の個別相談を行い

ます。ご相談の方は保健センターへお越しください。保健師と助産師が対

応します。 

≪人間ドック≫         
▼期 日／９月 16日（土）、29日（金） 

▼場 所／最上検診センター 

▼受 付／午前６時 50分～７時 30分 

※対象地区の方には別途通知します。 

◆子育て世代包括支援センター◆ 
町では、保健センターを「子育て世代包括支援センター」として 

位置づけ、妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援を展開して 

います。 

特定健康診査未受診の方への 
電話勧奨の実施について 

舟形町国民健康保険加入者で、特定健康

診査を受診されていない方を対象に、８月に

受診の案内を電話で行います。 

～ 地域で子育てを応援 ～ 
赤ちゃんはみんなの大切な大切な宝物です。地域全体で子育て家庭を見守り、み

んなで支えていきましょう。身近にいる子育て中のお母さんが一人で育児を抱え込

まないよう、困っていたら声をかけて話を聞いてあげてください。 

「ようこそ赤ちゃん応援メッセージ事業」を実施しています。 

保健師が赤ちゃん訪問の際に、地域で子育て支援を行なっている方 

からの「応援メッセージ」と「子育て支援冊子」を平成 29年４月１日 

以降に生まれた方にお届けしています。 

 


